
判決年月日 平成１７年７月２０日 担 知的財産高等裁判所 第３部
当

事 件 番 号 平成17年(行ケ)10234号 部

○ 「放送セグメントを認識するための方法とシステム」と題する発明が進歩性を有

しないとした拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決が維持された事例

（関連条文）特許法２９条２項


